
く
ら
し

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
ま
す

�

対�

身
体
ま
た
は
精
神
に
一
定
の
障
が

い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
父
母
、
ま
た
は
父
母

に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人

※�

障
が
い
を
理
由
に
公
的
年
金
を
受

け
ら
れ
る
場
合
や
、
福
祉
施
設
な

ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
手
当

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
本

人
ま
た
は
同
居
の
扶
養
義
務
者
に

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合

は
、
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す

�

他�

受
給
し
て
い
る
人
へ
８
月
上
旬
に

所
得
状
況
届
を
送
付
し
ま
す
の
で
、�

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
額
（
月
額
）

　

１
級　

５
万
５
３
５
０
円

　

２
級　

３
万
６
８
６
０
円

�

問���

申
福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
☎
75
‐

８
９
４
０
）
ま
た
は
各
支
所
地
域

振
興
課
地
域
福
祉
室

全
国
の
戦
没
者
や
原
爆
死
没
者
に

黙
と
う
を

　

戦
没
者
と
原
爆
死
没
者
の
ご
冥
福

と
恒
久
平
和
を
祈
り
、
サ
イ
レ
ン
を

鳴
ら
し
ま
す
の
で
、
黙
と
う
を
お
願

い
し
ま
す
。

サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴
時
間

・
８
月
６
日
㈫

　

午
前
８
時
15
分
（
広
島
）

・
８
月
９
日
㈮

　

午
前
11
時
２
分
（
長
崎
）

・
８
月
15
日
㈭

　

正
午
（
全
国
戦
没
者
追
悼
式
）

�

問�

総
務
課
危
機
管
理
室

�

（
☎
53
‐
３
３
６
５
）

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と

き
や
も
し
も
の
と
き
の
生
活
を
現
役

世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考

え
で
作
ら
れ
た
制
度
で
す
。

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
に
加
入

が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
20
歳
に

な
る
と
日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年

金
加
入
の
お
知
ら
せ
が
届
き
ま
す
。

　

な
お
、
学
生
や
所
得
が
一
定
額
以

下
の
人
に
は
、
年
金
保
険
料
の
支
払

い
が
猶
予
ま
た
は
免
除
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

�

問�

新
発
田
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

（
☎
０
２
５
４
‐
23
‐
２
１
２
８
）�

ま
た
は
市
民
課
市
民
年
金
室

し
尿
く
み
取
り
作
業
は
、
お
盆

期
間
中
お
休
み
し
ま
す

　

休
止
期
間
の
前
後
は
、
く
み
取
り

作
業
が
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
１
週

間
程
度
余
裕
を
も
っ
て
、
早
め
の
申

し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

休
止
期
間

　

８
月
10
日
㈯
～
15
日
㈭

�

問�

環
境
課
生
活
環
境
室

�

（
☎
75
‐
８
９
３
２
）

8
月
16
日
㈮
に
お
盆
の
供
物
収

集
を
行
い
ま
す

供
物
の
収
集
場
所

・�

イ
ヨ
ボ
ヤ
会
館
駐
車
場

・�

岩
船
岸
見
寺
町
地
内（
岩
船
漁
協
前
）

　

※�

立
て
看
板
で
表
示

・�

岩
船
下
浜
町
地
内

　

※�

立
て
看
板
で
表
示

収
集
時
間　

午
前
５
時
30
分
～
８
時

収 

集
方
法　

指
定
ご
み
袋
に
入
れ
る

か
中
型
ご
み
用
処
理
券（
シ
ー
ル
）

を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。

�

他�

収
集
は
燃
や
す
ご
み
だ
け
で
す
。

�

問�

環
境
課
生
活
環
境
室

�

（
☎
75
‐
８
９
３
２
）

柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨
院
）

の
施
術
を
受
け
ら
れ
る
人
へ

　

次
の
場
合
は
保
険
証
が
使
え
ず
、

全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

・�

骨
折
、
脱
臼
の
施
術
（
医
師
の
同

意
が
な
い
場
合
）

・�

日
常
生
活
の
単
純
な
疲
労
や
凝

り
、
腰
痛
、
体
調
不
良
な
ど

・�

ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
筋
肉
疲
労
や
肩

こ
り

・�

同
一
の
負
傷
に
つ
い
て
同
時
期
に

病
院
な
ど
で
同
じ
箇
所
を
治
療
し

て
い
る
場
合

・�

慢
性
的
な
要
因
か
ら
く
る
症
状
の

改
善
が
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

�

問�

保
健
医
療
課
国
保
室

�

（
☎
75
‐
８
９
３
１
）

複
数
の
医
療
機
関
で
の
重
複
受

診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

同
じ
疾
患
で
複
数
の
医
療
機
関
に

８
９
４
０
）
ま
た
は
各
支
所
地
域

振
興
課
地
域
福
祉
室

用
水
路
や
た
め
池
で
の
水
難
事

故
防
止
の
お
願
い

　

こ
れ
か
ら
用
水
路
や
た
め
池
は
、

農
作
業
で
水
を
た
く
さ
ん
使
う
た

め
、
水
量
が
増
え
て
危
険
で
す
。

　

子
ど
も
や
高
齢
者
が
不
用
意
に
近

づ
か
な
い
よ
う
に
、
地
域
の
皆
さ
ん

か
ら
も
声
か
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

問�

農
林
水
産
課
農
業
振
興
室

�

（
☎
53
‐
３
３
６
９
）

市
営
・
県
営
住
宅
の
入
居
申
し
込

み
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

公
営
住
宅
は
、
住
む
場
所
に
困
っ

て
い
る
人
の
た
め
の
住
宅
で
す
。
入

居
に
つ
い
て
は
、
申
し
込
み
順
で
は

な
く
、
必
要
度
の
高
い
順
に
選
考
し

て
決
定
し
ま
す
。

【
12
月
１
日
入
居
予
定
】

申
込
期
限　

９
月
30
日
㈪

入
居
選
考
日　

10
月
中
旬

【
令
和
７
年
３
月
１
日
入
居
予
定
】

申
込
期
限　

12
月
31
日
㈫

入
居
選
考
日　

令
和
７
年
１
月
中
旬

�

問���

申
都
市
計
画
課
建
築
住
宅
室

�
�（

☎
75
‐
８
９
４
７
）ま
た
は
荒
川

支
所
産
業
建
設
課
建
設
管
理
室

（
☎
62
‐
５
２
７
３
）

村
上
城
跡
の
黒
門
跡
で
石
垣
修

復
工
事
を
行
い
ま
す

　

工
事
期
間
中
も
、
天
守
跡
ま
で
通

行
可
能
で
す
。
現
地
の
案
内
看
板
や

誘
導
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

�

期�

９
月
上
旬
～
12
月
上
旬

�

問�

生
涯
学
習
課
文
化
行
政
推
進
室

（
☎
53
‐
７
５
１
１
）

　

８
月
11
日
（
日
・
祝
）
は
祝
日
の

た
め
、
休
日
窓
口
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�

問
市
民
課
市
民
年
金
室

�

（
☎
75
‐
８
９
３
０
）

お
知
ら
せ

か
か
る
「
重
複
受
診
」
は
、
医
療
費

が
増
加
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
検

査
や
薬
の
重
複
な
ど
で
、
体
に
悪
影

響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
重
複
受
診
や
多
受
診
の

人
を
対
象
に
、
健
康
の
保
持
・
増

進
、
医
療
費
の
適
正
化
を
図
る
た
め

に
、
健
康
相
談
事
業
（
家
庭
訪
問
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。

�

問�

保
健
医
療
課
国
保
室

�

（
☎
75
‐
８
９
３
１
）

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
を
支
給
し
ま
す

支
給
月　

２
・
５
・
８
・
11
月

�

【
特
別
障
害
者
手
当
】

�

月
額
２
万
８
８
４
０
円

�

対�

20
歳
以
上
で
、
精
神
ま
た
は
体
に

著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
人

�

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

�

月
額
１
万
５
６
９
０
円

�

対�

20
歳
未
満
で
、
精
神
ま
た
は
身
体

に
著
し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、�

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要
と

す
る
児
童

�

他�

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な

ど
が
な
い
場
合
で
も
申
請
で
き
ま

す
が
、
障
が
い
の
状
態
に
よ
っ
て

は
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

�

問���

申
福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
☎
75
‐

村
上
市
役
所

本庁� （☎ 53− 2111）
荒川支所� （☎ 62− 3101）
神林支所� （☎ 66− 6111）
朝日支所� （☎ 72− 0111）
山北支所� （☎ 77− 3111）

お知らせ
「くらし」「もよおし」など、
さまざまな情報をお届け

目指せ！無事故・無違反100日間
「安全運転・チャレンジ100」参加チーム大募集

　達成したチームには記念品が贈られるほか、抽選で40
万円分（予定）の旅行券などの豪華景品が当たります。

申込期限 ８月31日㈯ 参加費 1,000円（１チーム）

達成条件
実施期間中、チームメンバー５人全員が「無
事故無違反」「横断歩行者保護意識を持った
運転」を達成すること

実施期間 ９月23日㈪～12月31日㈫の100日間

参加資格 運転免許証を有し、県内に居住・通勤・通学する人

募集区分 ・一般の部：家庭・町内・職場などの５人１チーム
・団体の部：10チームでまとまって参加するもの

申込方法

市民課または各支所地域振興課、警察署、交
通安全協会などに備え付けの申込書に必要事
項を記入の上、郵便局の窓口かATMで参加費
を払い込んでください。
※�団体の部に参加する場合は、申込書を事務
局に一括送付してください
※�市民課・各支所地域振興課での申込書のお
渡しは、平日のみとなります

申込先
〒950-8570　新潟市中央区新光町４番地１
安全運転・チャレンジ100実行委員会事務局
（☎025-280-5136）

■他
65歳以上の人を対象に「いきいきクラブ・チ
ャレンジ100」の参加者を募集しています。
詳しくは、実行委員会事務局（☎025－285
－3755）へ問い合わせてください

■問 市民課生活人権室（☎53－3363）または各
支所地域振興課市民生活室

今月の市税などの納期限

・市県民税　　　　　　　第２期
・国民健康保険税　　　　第２期
・介護保険料　　　　　　第２期
・後期高齢者医療保険料　第５期

納期限 ９月２日月

炎天下「もう少し」「まだ大丈夫」は要注意！
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￥参加費など
持持ち物 申申し込み 問問い合わせ ＦFAX ＄メール 他その他
時とき 期期間 場ところ 内内容 講講師 対対象 定定員省略記号

〈有料広告〉〈有料広告〉〈有料広告〉〈有料広告〉


